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（別紙１） 

コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 

Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目  

番号 コメントの概要 金融庁の考え方 

 Ⅱ－２ 業務の適切性 

  Ⅱ－２－６ 苦情対応態勢 

１ 

「苦情等への対応は、単に処理の手続の問題

と捉えるにとどまらず、苦情等の内容に応じ、

紛争処理段階における説明態勢の問題として位

置付け」とあるが、具体的にどのようなことを

求めているのか。 

資金需要者等からの苦情等に対

して、形式的な応答に留まらず、

当該苦情等の内容に応じ、可能な

限り資金需要者等の理解と納得を

得て解決することを目指した態勢

が整備されているかを監督上の着

眼点として盛り込んだものです。

 

２ 

紛争段階を前提とすると、相手方当事者の理

解や納得を得ることは、相手方の主張の全部ま

たは一部を認容することと同義である。 

その点で、具体的にどの程度を可能な限りと

考えているのか。 

 苦情等の内容によっては、形式

的な応対に終始していたのでは事

態が悪化することも考えられるた

め、きちんとした説明態勢の整備

を求めるものであり、必ずしも相

手方の主張の全部または一部を認

容することを求めるものではあり

ません。 

 どの程度の説明が必要となるか

は、相手方の知識等を踏まえ、個

別事例ごとに実態に即して実質的

に判断されるべきものと考えられ

ます。 

 

３ 

Ⅱ－2－6(1)⑥について 

 「…可能な限り誠実な対応に努める態勢…」

とあるが、誠実な対応とは具体的にはどのよう

な対応を意味するのか。 

 債務者等又は債務者等であった者本人による

過払金の返還請求時において、昨今、過払金の

返還及び年５％の利息の支払請求のほかに、過

払金発生後の催告書の送付を不法行為とする慰

謝料請求を受けることがある。そのため、誠実

な対応とはいかなる対応かを具体的に明示して

頂きたい。 

 

４ 
貸金業法 43 条が有効である現状で、誠実な対応

とは何を意図しているのか。 

「可能な限り誠実な対応」とは、

個別事例ごとに実態に即して実質

的に判断されるべきものと考えら

れますが、例えば①弁護士、司法

書士等の代理人を立てないと交渉

に応じない、②相手方への対応を

いたずらに遅らせる、といった場

合には「可能な限り誠実な対応」

に努めているとは言えないものと

考えられます。 
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５ 

貸金業法 43 条が有効である現状で、誠実な対

応が相手方への金銭支払いを意図しているとす

れば、相手方の主張の全部または一部を認容す

ることと同義である。その点で、具体的にどの

程度を可能な限りと考えているのか。 

 

６ 

最終施行（第 4 条施行）以前に締結した貸付

けに関して、当該相手方の法律的知識の一環と

して利息制限法第 1 条、第 4 条の各 2 項につい

ても、他の法律的内容とともに当該相手方へそ

の存在を条文のまま曲解なく教示することは本

項で求められる態勢として否定されるものでな

いと考えてよいか。 

 

法律的な知識が十分でない債務

者等に誤解を生じさせないよう、

判例もあわせて説明することが求

められると考えられます。 

７ 

「貸金業者向けの総合的な監督指針の一部改

正（案）」Ⅱ－２－６（１）⑥の改正案につき、

制限利率に基づく引き直し計算による「債権の

減額」は「債権額の確認」に改めるとともに、

以下の点を追加すべきである。 

 ① 「過払金を返還すべき場合にその義務を

誠実に履行する態勢になっているか」 

 ② 「債権残高の情報について指定信用情報

機関に対して訂正の申出すべき場合にこれ

を速やかに行う態勢になっているか」 

 ③ 「確認された債権額に対して過大な請求

をすることのないよう契約内容を適正に確

認し、かつ適正な説明をする態勢になって

いるか」 

 

 ご指摘の点については、分りや

すく「債権の減額」としておりま

すが、これにより本規定の趣旨に

影響を与えるものではないと考え

られます。 

 債権債務関係の確定後について

は、個別の事案に即して、債務者

等の利益の保護の観点から、貸金

業者の実態を踏まえて適切に対応

してまいります。 

８ 

「引き直し計算による(中略）十分配慮した上

で、『可能な限り誠実な対応に努める態勢が整

備されているか。』」 

 上記の『 』内を『誠実な対応がなされてい

るか。』に変更した方がより実効性を確保でき

ると考えます。 

 

 本規定は、貸金業者自らが、「可

能な限り誠実な対応」に努めるた

めに、社内規則の策定や職員に対

する研修等の態勢の整備を求める

ものであり、修正の必要はないと

考えられます。 

９ 

「制限利率を超える利息・賠償額の返還を求め

られた場合」に、債務者について債務整理情報

が登録されると思われるが、「契約見直し」で

はなくて『完済』と登録したほうが誠実な対応

と考える。 

 

指定信用情報機関が収集・提供

する情報の範囲については、「事

務ガイドライン(第三分冊：金融会

社関係 13 指定信用情報機関関

係) Ⅰ－３－２－３ 収集・提供情

報等の取扱い」に規定されていま

す。 
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１０ 

「当該相手方の法律的知識に十分配慮した上

で」という事後に客観的な判断が困難な前提条

件は、対応した時点では双方納得の上で合意し

たにも拘わらず、後日になって「知らなかった」

「説明を受けてない」などとして所謂「蒸し返

し行為」を助長する指針内容となり得ることか

ら、モラルハザードに繋がる懸念がある。 

「対応に当たっては、当該相手方の理解を得

ること及びその事実が後日検証可能な態勢が整

備されているか」等の実務的な内容に修正すべ

きである。 

 

 後日の紛争を防止する観点から

も、「相手方の法律的知識に十分

配慮した上で、可能な限り誠実な

対応に努める態勢が整備されてい

るか」について監督上の着眼点に

加えることは妥当であると考えら

れます。 

なお、苦情等対応の事後検証に

ついては、別途、本監督指針Ⅱ－

２－６（１）③に規定しています。

１１ 

「利息・賠償額の返還」とあるが、「利息の返

還及び損害賠償の支払い」を指す意図か。 

利息及び法第 17条第 1項第 7号

に規定する「賠償額」の返還を指

します。 

 

１２ 

「当該相手方の法律的知識に十分配慮した上

で」とあるのは、弁護士や司法書士を代理人に

立てる場合と、そうでない場合の取り扱いを区

別させることを意図しているものか。 

 

 一般的に、法律的知識の十分で

ない債務者等に対しては、そのこ

とに配慮し、丁寧な説明が求めら

れると考えられます。（法律の専

門家に対して同じように丁寧な説

明を行うことを否定するものでは

ありません。） 

 

  Ⅱ－２－７ 不祥事件に対する監督上の対応 

１３ 

 不祥事件が発生した際に報告書に記載すべき

「職歴」には、不祥事件を起こした会社に当該

行為者が入社した後の経歴でよいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

 

 Ⅱ－２－１０ 契約に係る説明態勢 

１４ 

監督指針案は、極度方式基本契約について更

新する場合もしくは当該契約の有効期間を延長

する場合にも、契約に係る説明態勢は必要か。

 

 個別事例ごとに実態に即して実

質的に判断されるべきものと考え

られますが、ご質問のような場合

にも、仮に、資金需要者等の地位

に影響を与えるような事情が認め

られるとすれば、その点について、

資金需要者等の利益の保護等の観

点から、説明する必要があると考

えられます。 

 

１５ 

 「知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明

態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた

社内規則等を整備」するよう定められているが、

社内規則として定めるべき要件について具体例

をあげていただきたい。 

社内規則の内容については、本

監督指針を踏まえ、取引の内容や

相手方の状況等に応じ、十分な説

明がなされるよう、各貸金業者に

おいて定めることが求められると
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 同じく適合性の原則の適用を受ける金融商品

販売業者や保険会社と異なり、貸金業者の顧客

層はある程度固定化されているため、実効性の

ある具体的かつ客観的な基準を定めるにあたっ

て参考にしたい。 

 

考えられます。 

１６ 

現状、極度方式貸付けの大多数は ATM や CD

を利用して行われており、当該貸付けの都度、

監督指針案で求められる説明を行うことは実務

上不可能であり、「貸付けの契約締結時」とは、

極度方式基本契約の締結時であり、極度方式貸

付け時は対象に含まれないと解してよいか。 

 

極度方式貸付けに係る契約も、

本監督指針の「貸付けの契約」に

該当するものと考えられます。 

但し、極度方式基本契約の締結

の際に十分な説明をし、追加的に

説明する事項がない場合、極度方

式基本契約締結時と同じ内容の説

明を重ねて行う必要はないと考え

られます。 

 

１７ 

ホームページ上に、金銭消費貸借契約書に掲

載されている専門用語等を分かりやすく解説し

た『用語集』を掲載することは、「（契約の）

説明内容のホームページへの掲載等の補完的手

段」に該当すると解してよいか。 

また、他にどの様な手段が「補完的手段」に

該当するか、具体例を提示いただきたい。 

 

個別事例ごとに実態に即して実

質的に判断されるべきものと考え

られますが、口頭で相当程度の説

明をした上であれば、ご質問のよ

うな「用語集」を補完的手段とす

ることは認められると考えられま

す。 

 

１８ 

現行の監督指針では「口頭で十分な説明がで

きない場合は、例えば、ホームページへの掲載

や顧客等からの電話による問合せ窓口の設置な

ど契約内容の説明について代替的な措置が講じ

られているか。」とあるが、監督指針案では「電

話による問合せ窓口の設置や説明内容のホーム

ページへの掲載等」は「補完的手段」に過ぎな

いと解してよろしいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

１９ 

監督指針案の「補完的手段」とは契約内容を

口頭で十分な説明ができない場合に講じる対策

と理解してよいか。 

また、「代替措置」とは「貸金業者がインタ

ーネットを通じて貸付けの契約を締結する場

合」にのみ認められる、もしくは「貸金業者が

インターネットを通じて貸付けの契約を締結す

る場合」以外は認められない対策との理解でよ

いか。 

 

 「補完的手段」については、貴

見のとおりと考えられます。 

また「代替措置」については、

口頭による説明の機会が無いよう

な手段により契約を締結する場合

について規定したものであり、イ

ンターネットによる場合のみに限

られるものではありません。例え

ば、メールオーダーによる契約締

結時に契約内容のチェックリスト

を顧客等に記入してもらい、顧客

等が契約内容を理解したことを確
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認する方法等も考えられます。 

 以上の趣旨が明確になるよう、

表現を修正いたします。 

 

２０ 

「補完的手段」を規定したのは、例えば、電

話による借入れの申込みを受け付けた際に、契

約内容のすべてを口頭で説明することが難しい

といった状況を踏まえ、電話による問合せ窓口

の設置等を講じるよう定めたのか。 

また、後段において、「ホームページ上に表

示される説明事項を読み、その内容を理解した

上で（中略）顧客等が理解した旨を確認するこ

と」とあるが、記載されている方法を採用した

としても、実際に顧客等が理解しているか否か

は確認することはできないのではないか。 

 

 例えば、返済を受ける場所とな

る営業所等の一覧を口頭で十分に

説明することができない場合に、

当該営業所等の一覧をホームペー

ジ上に掲載し、顧客等を当該ホー

ムページに誘導すること等をもっ

て対応することを想定していま

す。 

 また、顧客等に対し、契約の内

容を理解したうえでホームページ

の画面上のボタンをクリックする

ことを求める方法をとることによ

り、口頭による説明に代替するこ

とができると考えられます。ただ

し、このような場合には、説明事

項を分りやすく表示することや問

合せ窓口を表示することも必要に

なると考えられます。 

 

２１ 

保証人や物的担保提供者に対する、「契約の

意思形成のために、（中略）必要な情報（中略）

を的確に提供すること」は、契約締結前に行う

べきと考えるが、契約内容等を時間的な余裕を

もって説明すれば、同日契約を締結してもかま

わないのか。 

 

貸付けの契約の締結について

は、資金需要者等が契約を締結す

るかどうか判断できるように、時

間的な余裕をもって説明すること

が望ましいものと考えられます。

なお、日本貸金業協会の自主規

制基本規則において、契約締結前

の書面交付について「保証契約締

結日の前日までに交付しなければ

ならない」と規定されていること

に留意が必要です。 

 

２２ 

「経営に実質的に関与していない第三者」か

どうかは、本人にヒアリングしただけでは経営

に実質的に関与しているか判断しかねると思わ

れるが、具体的にどのようにして判断すればよ

いのか、判断の基準を明確化していただきたい。

 

保証人となろうとする者に対す

るヒアリングにより、判断に努め

るべきものと考えられます。 

なお、ヒアリングをしても判断

ができない場合には、「経営に実

質的に関与していない第三者」と

して対応すべきものと考えられま

す。 
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２３ 

連帯保証人に対する説明事項として、「分別

の利益がないこと」が含まれているが、これは、

保証契約締結前の書面及び契約締結時の書面に

明記しなければならないことを意味するのか。

 

「分別の利益がないこと」は、

法第１６条の２等に規定する書面

の法定記載事項ではなく、書面に

明記することまで求めるものでは

ありませんが、資金需要者等の利

益の保護等の観点から、必要な情

報として説明することが求められ

ると考えられます。 

 

２４ 

「債務者等にとって不利となる契約の見直し」

とは具体的にどのような契約を指すのか。具体

的に例示して頂きたい。 

また、例えば以下のような場合は「不利とな

る契約の見直し」に該当するか。 

①毎月の支払額が減るが、返済期間が長くな

る契約の見直し。 

 

個別事例ごとに実態に即して実

質的に判断されるべきものと考え

られますが、例えば「金利の引上

げ」や「担保の追加設定」等の契

約の見直しが該当するものと考え

られます。 

 また、ご質問のような契約の見

直しは、通常、債務者等からの求

めに応じて行われる場合が多いと

思われますが、総支払額が見直し

前に比べて増えることなど、不利

となる点については、債務者等に

十分説明しておくべきものと考え

られます。 

 

２５ 

 「債務者等にとって不利となる契約の見直し」

には、極度方式基本契約を締結した債務者につ

いて、指定信用情報機関に債権管理の一環とし

て照会を行った結果、過剰貸付けに該当するお

それがあると判断し、極度額の減額や新たな極

度方式貸付けの停止を行う場合をも含まれるの

か。 

 

 

当該規定は、ご質問のようなケ

ースを想定したものではありませ

ん。ただし、説明態勢一般の問題

として、ご質問のような理由で極

度額の引下げ等を行う場合にも、

事前に制度の趣旨を債務者等に十

分に周知しておくなど、債務者等

の利益の保護を踏まえた対応が求

められると考えられます。また、

極度額の引下げ等について、苦情

等が寄せられた場合には、十分に

説明する必要があると考えられま

す（本監督指針Ⅱ－２－６）。 

 

２６ 

「債務者等にとって不利となる契約の見直し

を行う場合」や「顧客の要望を謝絶し貸付契約

に至らない場合」に、見直しや謝絶の理由につ

いて、審査基準を明らかにすると、審査基準な

どが明らかになってしまい、審査基準を掻い潜

るような不正行為が発生し、多重債務を誘発す

ることも考えられるため、ここでの「説明」に

審査基準を悪用されない範囲

で、債務者等の収支状況、個人信

用情報等、複数の審査項目を例示

するなどの工夫することは可能で

あると考えられます。 

 



 

 7

ついては、「総合的な判断」による旨を説明す

ることで足りると解してよいか。 

 

２７ 

顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合

において、極度方式基本契約に基づく貸付の場

合、契約時のみでなく、個別の貸付時にも充実

した説明を行うよう努めることが求められるこ

とから、「貸付契約」を「貸付け」に改めると

ともに、以下の点を追加すべきです。 

「例えば、極度方式貸付けに係る契約に基づ

き反復継続して貸付けを行ってきた顧客に対し

て更なる貸付けを謝絶する場合、信義則の観点

から顧客の理解と納得が得られるよう、原則と

して時間的余裕をもって説明することとしてい

るか」 

 

極度方式貸付けに係る契約も

「貸付契約」に含まれると考えら

れ、謝絶する場合には、これまで

の取引関係等に応じ可能な範囲

で、その理由等についても説明す

る態勢が整備されていることが求

められます。 

ただし、具体的にどの程度の説

明を要するかについては、過剰貸

付防止の観点も踏まえ、個別事例

ごとに実態に即して実質的に判断

されるべきものと考えられます。

２８ 

（１）②ハについて、以下の事例については、

「顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場

合」に該当するか。 

①既存顧客からの新規の貸付けの申込みを謝

絶する場合 

②新規顧客からの貸付けの申込みを謝絶する

場合 

③極度方式基本契約締結時に極度額の増額の

申込みを謝絶する場合 

 

 

 

 ①、②については、「顧客の要

望を謝絶し貸付契約に至らない場

合」に含まれると考えられますが、

どの程度の説明を要するかについ

ては、資金需要者等の利益の保護

の観点から、個別事例ごとに実態

に即して実質的に判断されるべき

ものと考えられます。 

 ③については、「貸付契約に至

らない場合」には該当しませんが、

説明態勢一般の問題として、資金

需要者等の利益の保護等の観点を

踏まえた対応が求められると考え

られます。 

 

２９ 

手形の更改が例示されていますが、例えば貸付

契約においてその貸付期間の延長の要望が顧客

等からあった場合で、貸金業者がこれを拒む場合

もやはり謝絶の理由は開示しなければならないの

でしょうか。手形の更改も期限延長も支払期日を

猶予するという点では経済的には差異はないもの

の、法的には異質と考えられます。 

 

 個別事例ごとに実態に即して実

質的に判断されるべきものと考え

られますが、貸付契約の期限延長

によって長期的な取引関係を継続

してきた債務者に対し、貸付契約

の延長を謝絶しようとするのであ

れば、同様の配慮が求められると

考えられます。 
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３０ 

謝絶理由が例えば当該顧客等が貸付後に反社

会的勢力であることが判明した場合において、

これを理由とする謝絶である場合もその理由を

開示しなければならないとすると、トラブルと

なる可能性が高く適当ではありません。謝絶理

由を説明しなくともよい場合を明記していただ

ければ幸いです。 

 

どのような場合に、どの程度謝

絶理由を説明すべきかについて

は、資金需要者等の利益の保護等

の観点から、個別事例ごとに実態

に即して実質的に判断されるべき

ものと考えられます。 

３１ 

「必要に応じ、一連の各種手続について通知

を行う等」の態勢を整えるよう規定されている

が、法律上必要となる手続きは複数存在するの

で、どの程度通知すべきかを詳細に規定して頂

きたい。 

 

個別事例ごとに実態に即して実

質的に判断されるべきものと考え

られますが、債務者等にとって一

連の手続きを十分に予見すること

が可能となるよう配慮する必要が

あると考えられます。 

 

３２ 

「客観的合理的理由」とは、社会通念上に照

らして合理的と判断される理由と解してよい

か。 

 

貴見のとおりと考えられます。 

３３ 

債権回収の手続きにおいて、その客観的合理

的理由の説明とあるが、債権の回収は業務以外

の何物でもなく、それ以外の理由とは何を意図

しているか。 

 

 例えば、期限の利益を喪失して

いるのであればその具体的な状況

を説明するなど、回収にいたる事

由や回収を図る理由等を債務者等

の知識、経験及び財産の状況等に

即して説明することが求められる

ものと考えられます。 

 

３４ 

「延滞債権の回収（担保処分及び個人保証の

履行請求によるものを含む。）（中略）の場合」

には、債務者等の返済の遅延を原因として契約

を解除した場合に、債務の確認と当該債務の支

払方法の変更について約し、債務者等にとって

不利とはならない支払い期限の延長や分割払い

への変更を定める契約は含まれないと考えてよ

いか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。
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３５ 

改正法の総量規制により多重債務の減少が期

待される一方で、便乗とも思える限度引下げを

横行させてはならない。監督指針案において債

務者が理解しえる説明を求めているが、各社が

自社の基準を理由とした場合、それ以上の説明

は期待できない。 

おそらく全ての会社が約款上自社の判断で限

度を設定できるとしている筈であり、それを逃

げ口上にさせないように、債務者が自身と比較

できるような貸し剥しの具体例を例示し、貸金

業者に留意させるべきではないか。 

 

便乗的な限度額の引下げに該当

するか否かは、個別事例ごとに実

態に即して実質的に判断されるべ

きものと考えられます。 

 Ⅱ－２－１１ 過剰貸付けの禁止 

３６ 

「完全施行日より導入される総量規制を見据

えた適切な対応」が求められる旨が規定されて

いるが、これは、完全施行日より前の段階で、

審査基準の改定等を実施することをも求めてい

るのか。 

 

総量規制の円滑な導入の観点か

ら、過剰貸付け防止に係る態勢の

整備状況を監督上の着眼点として

盛り込んだものであり、完全施行

日より前の段階で、審査基準の改

定等を実施することを求めるもの

ではありません。 

 

３７ 

｢顧客に係る信用情報の照会が指定信用情報

機関に対して同日中に繰り返し行われているな

ど借回りが推察される場合には、より慎重な貸

付審査を行う｣とは、各個人信用情報機関が提供

している信用情報照会件数について、新規契約

時に貸金業者が有効活用した上で審査を行うこ

とと解してよいか。 

 

＜確認理由＞ 

借り回りの実態は新たに借入れをする際に行

われるものであり、また、現状各個人信用情報

機関における貸付登録のタイミングが翌日以降

となっていることを踏まえ、新規契約締結時に

おいて、各個人信用情報機関の提供する信用情

報照会件数について、貸金業者が有効活用する

こととが求められていると考えられるため。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

３８ 

「…顧客に係る信用情報の照会が同機関に対

して同日中に繰り返し行われているなど借回り

が推察される場合…」とあるが、一般に、資金

需要者等が借回りをしているか否かは、１週間

程度状況をみないと確認することは難しいと考

えるが、照会をかけた日だけの情報で判断して

よいのか。 

 Ⅱ－２－１１（１）２．ロの規

定は、指定信用情報機関へ提供さ

れる個人信用情報を補完する観点

から、同日中の指定信用情報機関

への照会状況に関する情報を活用

することを監督上の着眼点として

盛り込んだものです。 
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３９ 

「顧客に係る信用情報の照会が同機関に対し

て同日中に繰り返し行われているなど借回りが

推察される場合には、より慎重な貸付審査を行

うなど｣とあるが、「繰り返し行われている」か

否かは個社の判断でよいか。 

現在は、インターネット等で気軽に仮審査が

可能な場合もあり、多数照会があるからといっ

て、その全てが借入につながる照会であるとは

言えない。「繰り返し」の判断は個社に委ねる

べき。 

 

 顧客に係る信用情報の照会が同

日中に繰り返し行われている場合

には、通常、借回りが推察される

と考えられます。どの程度慎重に

審査を行うかについては、照会件

数等を踏まえ個社の合理的な判断

によることになります。 

４０ 

制限利率を超える金利による過剰貸付によっ

て多重債務者を生み出してきた貸金業者には、

信義則上、そのアフターフォローをすべき義務

があることから、以下の点を追加すべきです。

「総量規制導入前に自社貸付けも含めて返済

能力を超える貸付けが行なわれており、それに

よって顧客が返済に困難を来している場合に、

返済能力を超える返済を強いることにならぬよ

う、適切な相談・助言機関を紹介することを努

めているか」 

 

貸金業法第１２条の８におい

て、「貸金業者は、資金需要者等

の利益の保護のために必要と認め

られる場合には、資金需要者等に

対して、借入れ又は返済に関する

相談又は助言その他の支援を適正

かつ確実に実施することができる

と認められる団体を紹介するよう

努めなければならない。」と規定

されています。 

また、日本貸金業協会の自主規

制基本規則において、資金需要者

等の要望に応じて第三者機関（財

団法人日本クレジットカウンセリ

ング協会、日本司法支援センター、

全国各消費生活センター等）を案

内するなどの適切な対応をするこ

とが規定されています。 

 

４１ 

貸付契約の締結に関しては過剰貸付の禁止が

謳われているが、極度方式基本契約に係る極度

額の増額について準用されるかどうかは明記さ

れていない。そのため業者ごとの判断に委ねら

れ、中堅のカード会社でも最新の年収や既往借

入額等を聴取せずに増額に応じているところが

ある。やったもの勝ちにならないよう、増額時

にも準用されることを明記願いたい。 

 

過剰貸付の禁止に関し、本監督

指針Ⅱ－2－11（１）①ロにおいて、

貸付限度額の管理について規定し

ています。 

 Ⅱ－２－１２ 個人信用情報の提供 
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４２ 

「加入日前までの貸付に係る契約」には、加

入日までの債権譲渡契約等により譲受けた債権

にかかる契約も含まれるのでしょうか。 

含まれるとした場合、当該債権譲渡について

の債権が非貸金業者例えば銀行が貸主であるも

のについても指定信用情報機関に情報提供しな

ければならないのでしょうか。 

 

４３ 

「指定信用情報機関加入日以降、貸付に係る

契約を締結したときは」とは「債権譲渡を受け

たときは」ということも含まれるのでしょうか。

含まれるとした場合、当該債権譲渡について

の債権が非貸金業者例えば銀行が貸主であるも

のについても指定信用情報機関に情報提供しな

ければならないのでしょうか。 

非貸金業者例えば銀行が貸主であるものにつ

いても指定信用情報機関に情報提供しなければ

ならないとした場合、かかる顧客について登録

がなく且つ書面同意を得ることができないと

き、同意なくして指定信用情報機関に情報提供

できるという理解でよろしいでしょうか。 

 

 ご質問の「加入日前までの貸付

に係る契約」には、加入日までの

債権譲渡契約等により譲り受けた

債権にかかる契約は含まれないも

のと解されます。 

ただし、加入貸金業者間におい

て譲渡される債権について、指定

信用情報機関との信用情報提供契

約において情報の登録が求められ

ることは考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

４４ 

指定信用情報機関へ提供する運転免許証の番

号の取得は、顧客から申告等により行えば足り、

運転免許証の現物確認やその写しの提出を受け

ることまで必要はないと解してよいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

ただし、正確な運転免許証番号

を登録する観点からは、事後的に

せよ、運転免許証現物等の提示を

受け、運転免許証番号を確認する

運用が望ましいと考えられます。

  

４５ 

免許証の交付は受けているものの、契約締結

時に持参していなかったなどの理由により免許

証番号が契約締結又は貸付けの時点で不明であ

る顧客について、貸金業者から当該顧客へ、後

日免許証番号を届出てもらうように依頼するな

ど、相応の措置を講じていることで足りると解

してよいか。 

 

 運転免許証以外の本人確認書類

で本人確認を行って契約を締結し

た場合であっても、契約の当日中

に運転免許証の番号を入手する必

要があるものと考えられます。 

４６ 

①ｈ.契約年月日 

「加入日前までの貸付けに係る契約（・・・）

に係る以下の個人信用情報」とありますが、当

該貸付けが借換え等により継続していた場合

は、単に直近に締結した契約ではなく、『借換

え前の当初の契約年月日』を提供するべきもの

と考えます。 

 

ご質問の場合には、直近に締結

した契約に係る「契約年月日」を

登録することとなります。 
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４７ 

指定信用情報機関へ提供する個人信用情報の

具体的内容の中で、「ｇ．本人確認書類に記載

されている本人を特定するに足りる記号番号」

は、「当該本人確認書類の提示を受ける方法に

より本人確認を行った場合に限る。」と但し書

きがあるが、この記述では、犯罪収益移転防止

法での「本人確認書類の送付を受ける方法」や

「情報の送信を受ける方法」により本人確認を

行った場合の「本人を特定するに足りる記番号」

の指定信用情報機関への提供ができなくなって

しまうのではないか。 

 

ご指摘の犯罪収益移転防止法で

の「本人確認書類の送付を受ける

方法」や「情報の送信を受ける方

法」についても、施行規則第３０

条の１３第１項第７号に規定する

「当該本人確認書類の提示を受け

る方法」に含まれると解されます。

４８ 

貸金業者向けの総合的な監督指針「Ⅱ―２－

１２ 個人信用情報の提供」について、当社は

専ら不動産担保金融を行っており、契約書類に

は顧客の実印と印鑑証明書を提出願っている。

したがって顧客の本人確認は印鑑証明書で行

い、抵当権設定登記等に印鑑証明書が必要とな

るためこの本人確認方法は今後も変更しない。

印鑑証明書を使って本人確認を行った場合

は、施行規則第 30 条の 13 第 1 項第 7 号に規定

する本人確認書類の記号番号を指定信用情報機

関に提供することを義務付けられているもので

はないと理解する。したがって、施行規則第 30

条の13第1項第7号に規定する本人確認書類の

提示を受ける方法以外の方法で本人確認をした

場合において、顧客が運転免許証の交付を受け

ていないときは、①のｆ.ｇ.に掲げる個人信用

情報を指定信用情報機関に提供しないことも許

容されると考える如何。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

なお、運転免許証番号の提供が

不要となるのは、当該顧客が運転

免許証の交付を受けていないこと

を確認している場合に限ります。

４９ 

監督指針Ⅱ-2-12(1)②に記載のある｢当該情

報に変更があったとき｣及びⅡ-2-12(2)②に記

載のある｢個人信用情報に変更があった場合｣に

ついて、それぞれ、｢当該情報に変更があったこ

とを知り得たとき｣及び｢個人信用情報に変更が

あったことを知り得た場合｣に変更していただ

きたい。 

 

５０ 

「変更があった場合」とは、貸金業者が変更

情報を把握した場合と解してよいか。 

 

 変更があった場合に、その情報

を取得した後に遅滞なく提供する

ことを求めているものであり、貸

金業者において十分に対応が可能

であると考えられます。 
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５１ 

Ⅱ－２－１２（２）②において、「上記①と

同様な態勢で情報提供を行うこととする。」と

あるが、それに加えて、「変更情報の入手に物

理的な制約がある場合（例えば、銀行口座引落

しによる返済において、返済後の貸付けの残高

の把握に時間を要する場合）には、合理的な期

間内に情報提供しなければならない」等の記載

を追加していただきたい。 

 

５２ 

｢当該情報に変更があったときも、遅滞なく変

更内容を同機関に提供できる態勢の整備｣とは、

例えば、個人信用情報に変更があった場合に、

顧客から貸金業者へ届出することを契約条項へ

記載し、説明することで、態勢が整備されてい

ると解してよいか。 

 

顧客との関係においては、貴見

のとおりと考えられます。 

なお、貸金業者が個人信用情報

の変更に係る情報を取得したとき

は、遅滞なく指定信用情報機関に

提供する必要があります。 

５３ 

 既に入会済みの個人信用情報機関について

既に自社ホームページ上で加盟先機関を公表し

ている場合、単に「指定信用情報機関」という

文言を付する修正で、公表しているということ

となるという理解でよろしいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

 

 

５４ 

完全施行以降、例外貸付けとなる配偶者貸付

けを行わない場合は、配偶者からの同意書面等、

要件を満たす書面を入手する必要はないと解し

てよいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

 

 

５５ 

貸付の契約締結時における個人信用情報の指

定信用情報機関への取得当日中の届出に関し

て、総量規制対象外貸付である住宅ローンのみ

を業とする金融機関（いわゆるモーゲージバン

ク）等について、住宅ローンの貸付契約を行っ

た場合に当該個人信用情報を当日中に届け出る

体制を構築することは極めて過大なコスト負担

を伴い、住宅ローンという全般的に低利な融資

のみを行う金融機関にとっては、大変な手間と

コストを伴い、結果として、消費者である借入

者の金利に跳ね返る恐れが高いものと推量しま

す。 

よって、このようなモーゲージバンク等総量

規制対象外貸付のみを行うノンバンクについて

は、月３回の登録にする等の弾力的な運用が可

能なよう、配慮すべきものと考えます。 

 

貸金業者は、除外貸付・例外貸

付を含めた全ての貸金業者からの

借入れを把握したうえで、個別ケ

ースごとに過剰な貸付けを行わな

いよう判断することが求められて

います。 

したがって、ご質問のような貸

付けに係る契約を締結したとき

も、遅滞なく、個人信用情報を指

定信用情報機関へ提供しなければ

ならないものと考えられます。 
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５６ 

個人信用情報の提供が原則取引当日とされた

ことは、総量規制の実効化には不可欠である。

したがって、改正案が維持されるとともに、運

用に当たって例外が拡大しないように留意され

るべき。 

 

実務上の問題点も踏まえつつ、

法令等に基づき、資金需要者等の

利益の保護等の観点から、適切に

対応してまいります。 

５７ 

個人信用情報機関への遅滞ない提供の考え方

について、特殊な事情（システム対応を行なう

上で、データ内容に間違いがなくても、万が一、

データ形式等で登録にエラーが出て、登録が完

了しない現象が起こる可能性も否めない。エラ

ー箇所を特定し、必要な項目の修正を行い、再

度登録する作業工程に要する時間を考慮する

と、監督指針案で求められている要件に合わせ

られない場合）がある場合には、｢遅滞なく｣の

法的な意味であるやむを得ない正当な理由があ

る場合としては多少の遅延は考慮されると解し

てよいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

 

５８ 

「所要のシステム対応に過大な負担が見込ま

れる等」の「等」については、遅滞ない登録対

応に努めているものの、やむを得ない事情であ

ると客観的に判断できる合理的理由（例えば、

①完全施行に向けた態勢整備時の予期しないシ

ステムトラブル、②データ量が著しく増加する

イベント性の高い日、③適切な業務運営をする

上で基幹システムのメンテナンスが必要な場合

等）があれば認められると解してよいか。 

 

 貴見のとおりと考えられます

が、ご指摘のうち、②については、

データ量が著しく増加するイベン

ト性の高い日を事前に把握してい

る場合においては、遅滞ない登録

のための態勢整備が求められるも

のと考えられます。 

 

５９ 

遅滞ない個人信用情報の提供に努めているも

のの、不可抗力やその他客観的にやむを得ない

と判断される理由をもって指定信用情報機関へ

の登録に一定の時間を要する場合について、一

律に個人信用情報の提供義務違反の対象とされ

るものではないと解してよいか。 

予期しないシステムトラブルや適切な業務運

営をする上での基幹システムのメンテナンスが

必要な場合等の可能性があるため。また、想定

するデータ量を超える場合について、一部の情

報提供が間に合わない可能性があるため。 

 

 貴見のとおりと考えられます。

 

６０ 

貸付けに係る契約を締結した際に取得した個

人信用情報について、「取得当日中」に指定信

用情報機関に提供することが原則とされている

が、これは貸金業法第４１条の３５第２項の「遅

指定信用情報機関制度の目的に

即して、原則として「取得当日中」

とする一方、システム対応等の物

理的な制約等、実務的な観点を踏
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滞なく」を具体化したものということか。 

仮にそうだとすると、今後の金融監督行政で

は、法律上の文言が「遅滞なく」となっている

ものについては、「遅くとも翌日まで」を意味

するものとして、運用していくということなの

か。 

 

まえ、例外を設けたところです。

したがって、他の規定の解釈を

変更するものではありません。 

６１ 

 個人信用情報の登録期間であるが、取引継続

中はその間残高情報等が当然登録されていなけ

ればならないので、あえて定める必要はない。

取引が終了した場合は、法律上は直ちにその残

高情報が登録されるし、取引があったことは現

行の各信用情報機関が定めている登録期間の経

過により自動削除されるものと思われる。 

 問題は貸金業者（あるいは委託を受けた債権

回収業者）が、取引が続いていると考え請求を

続けているのに、情報が削除されていることは

ないかという点である。例えば残高を残したま

ま最終取引日から５年以上経過して、その間何

らの取引（返済）もない場合、個人信用情報が

削除されることはないのであろうか。情報が削

除されているのに請求を受けることは、総量規

制以上の借入が発生する可能性があるため、好

ましくない。しかし一方で残高がある以上永久

に削除されないとすると、時効により債権が消

滅しているときなどは、資金需要者にとって好

ましくないこともありえる。 

 登録期間についてのルール作りをしないと、

情報に統一性がなくなり混乱を与えることもあ

りえるので、次のような一定の指針を定めるこ

とを要望する。 

１ 最終取引日から５年で自動削除していると

思われる現状の情報管理を認める。 

２ 最終取引日から５年を経過している債権に

ついて請求をする貸金業者は、自己の債権の残

高が個人信用情報に登録されているかの調査を

義務づけ、登録がない場合は登録をしたうえで

請求をする。 

３ 自己の債権について、債務者から消滅時効

の援用を受けた貸金業者は、自己の債権を個人

信用情報より削除する手続をする。 

 

現在、信用情報機関においては、

・ 残高がある場合には、仮に入出

金がなかったとしても、自動的に５

年間で削除されることはない 

・ 消滅時効の援用や債権放棄によ

り残高がなくなった場合には、完

済と表示され、機関ごとに定めら

れる一定の期間保存される 

との取り扱いがなされていると承知

しております。 
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６２ 

第１ 保持してはいけない信用情報 

 保持する必要がない信用情報を規定する必

要はないため、総合的な監督指針では、必要最

小限の規定を定めることは理解できる。しかし

あえて保持してはいけない個人信用情報につい

ても規定すべきである。 

 利息制限法引き出し後に過払が判明し、過

払金の返還を受けた場合、現行では日本信用情

報機構によれば「契約見直し＋完済」の情報が

登録されることになっている。利息制限法は強

行法規であり、今日貸金業法４３条のみなし弁

済が認められる余地はほとんどない状況であ

る。債務者（借入をした者）は、正当な権利と

して過払金の返還を行っただけで、「契約見直

し」という情報が登録され、他の貸金業者がこ

れを参照できる状態に置くことは、これが事故

情報ではないとしても、事実上の不利益情報の

開示であって問題がある。 

現に一部の多重債務者は、不利益情報の登録

をおそれて、債務整理手続きを躊躇していると

いう現状がある。過払金の返還請求をした者に

ペナルティを与えるに等しい現在の状況は、ペ

ナルティをおそれる債務者に、利息制限法を超

える約定の利息の支払いを強要させることにな

り、多重債務被害防止という貸金業法改正の理

念にそぐわない結果となる。 

 個人信用情報は、業者にとって不都合な者

を選別するために利用されるのを主目的とする

のではなく、多重債務被害防止の観点から改正

された貸金業法の実効性を確保するために導入

された機関なのであるから、このような情報を

登録する必要はない。この場合単に「完済」情

報を登録すれば足りる。 

 したがって、保持してはいけない情報とし

て、「過払金の返還を受けたことをわかる事実」

を規定すべきである。 

 

６３ 

過払い請求は不当利得の返還を請求する正当

な権利行使であり正当な取引関係の清算であっ

て信用不良・支払能力の悪化を裏付けるもので

はないから、信用情報において不利益に扱われ

る可能性のある登録がなされないような制度に

するべき。 

 

指定信用情報機関が収集・提供

できる情報については、「事務ガイド

ライン（第三分冊：金融会社室関係

13 指定信用情報機関関係）」にお

いて示しているとおりです。 

ご指摘の情報を信用情報として取

り扱うことについて資金需要者等に

対して客観的かつ合理的に説明可

能であるか、まずは、指定申請を予

定する信用情報機関において、十分

検討して頂く必要があるものと考えら

れます。 
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６４ 

過払い金返還請求をした人をブラックリスト

登録することは、当事者が過払い金請求をしに

くい状況にすることで不当な行為である。過払

い金返還をしたくない業者側の勝手な言い分は

通らない。法的な効力をもって、禁止させるべ

き。 

 

６５ 

貸金業者が貸金業法及びその施行令・施行規

則を遵守し、監督指針に示される事項を実行す

るためには、指定信用情報機関におけるシステ

ム整備、及び指定信用情報機関からの貸金業者

に対する適切な指示ならびにシステムサポート

が必要不可欠である。また、施行規則や監督指

針の改正に対応し、指定信用情報機関がシステ

ム変更を行う場合、それに伴い必要となる貸金

業者の対応は時に困難を伴い時間を要する場合

があり得る。 

この点を踏まえ、貸金業者の監督にあたって

は、法令遵守のためには指定信用情報機関の迅

速かつ適切な対応が必要不可欠であり、法令遵

守につき貸金業者側の努力のみでは達成が困難

な場合があることを十分理解した上での対応を

求める。施行規則や監督指針において、貸金業

者の監督にあたっては指定信用情報機関のシス

テム整備状況やサポート体制を考慮することに

言及すべきです。加えて、サポートが必要な場

合につき、金融庁から指定信用情報機関に明確

な指示を与え（例えば、有効なシステムインタ

ーフェースを構築することなど）、改正貸金業

法の目的を達成するのに必要な指定信用情報機

関と貸金業者の協力体制を推進すべきであると

考えます。 

 

「事務ガイドライン（第三分冊：金

融会社室関係 13 指定信用情報機

関関係）」Ⅰ－３－２－１には、ご指

摘の趣旨が含まれております。 

 Ⅱ－２－１８ 債権譲渡等 

６６ 

貸付債権の委託・譲渡を受けての管理・回収

行為については、個別に判断を要するものであ

ると考えられるが、過去の判例（最高裁平成 14

年 1 月 22 日第三小法廷）でも、『他人の権利を

譲り受けての訴訟等の手段によってその権利の

実行をすることを業とする行為であっても、み

だりに訴訟を誘発するなど国民の法律生活上の

利益に対する弊害が生じる恐れがなく、社会的

経済的に正当な業務の範囲内にあると認められ

る場合には、弁護士法第 73 条に違反するもので

はないと解されるのが相当である』とあり、弁

弁護士法等に抵触するか否か

は、弁護士法等の所管当局の解釈

によるものと考えられます。 

 弁護士法等の所管当局の一般的

な解釈によれば、貸し手と借り手

の間で債権の存在や債権の金額、

残元本の金額について認識が一致

していないものや債務者において

支払いを遅延し回収困難にあるも

のなど、通常の状態では回収でき

ない、いわゆる不良化した「事件
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護士法等の規定に抵触する行為とは、何をもっ

て確認すればよいのか、具体的な事項を示して

頂きたい。また、民法上の権利と貸金業法上の

解釈を踏まえ、逆に抵触しないと考えられる、

委託・譲渡を受けての管理・回収行為の正当な

業務の範囲を示して頂きたい。 

 

６７ 

「弁護士法等の規定に抵触しないか確認を

行」うよう定められているが、具体的に、どの

条文への抵触の有無を確認すべきか、明文化し

て頂きたい。 

 

性」のある債権について、他人か

ら委託又は譲渡を受けて、管理又

は回収を業として行う場合には、

弁護士法等に抵触するおそれがあ

るとされています。 

 （注）弁護士法等の規定とは、

具体的には、弁護士法第７２条及

び第７３条、債権管理回収業に関

する特別措置法第３条の各規定を

指します。 

６８ 

貸金業者が債権の管理回収業務を行うこと

は、そもそも弁護士法またはサービサー法に違

反する違法な行為であるにもかかわらず、同規

定を設けることによってかかる管理回収業務を

行うことが適法であるかのような誤解を生じか

ねさせないものですから、削除すべき。 

なお、債権回収会社が、貸金業者の貸付債権

を特定金銭債権として請求する際には、債権管

理回収業に関する特別措置法１８条５項により

利息制限法超過部分を請求することが禁止され

ている。 

また、貸金業法第２４条１項は、貸金業者の

債権譲渡に関する規制を規定しているが、これ

は債権譲渡によって、貸金業者に対する種々の

行為規制が潜脱されることの無いよう、譲受人

に対しても行為規制を及ぼすことにより資金需

要者の保護を図るものであるとされている。従

って、監督指針案によって、上記弁護士法７３

条や債権管理回収業に関する特別措置法の例外

を定めたものではないことは明らかである。 

 

６９ 

「貸付債権について委託又は譲渡を受けて、

管理又は回収を業として行う場合には、」とあ

るが、債権管理回収業に関する特別措置法２条

２項では「債権管理回収業」とは、「弁護士又

は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件

に関する法律事務である特定金銭債権の管理及

び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴

訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭

債権の管理及び回収を行う営業」とされている。

監督指針案における「管理又は回収を業として

行う」とは、「法律事件に関する法律事務であ

る特定金銭債権の管理及び回収の営業」と異な

 弁護士法等の所管当局の一般的

な解釈によれば、貸し手と借り手

の間で債権の存在や債権の金額、

残元本の金額について認識が一致

していないものや債務者において

支払いを遅延し回収困難にあるも

のなど、通常の状態では回収でき

ない、いわゆる不良化した「事件

性」のある債権について、他人か

ら委託又は譲渡を受けて、管理又

は回収を業として行う場合には、

弁護士法等に抵触するおそれがあ

るとされています。 

 したがって、債権譲渡等を受け

て管理又は回収を業として行う場

合に、弁護士法等の規定に抵触す

るおそれがないか、確認すること

を求めたものです。 
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ると理解してよいのか。 

 

Ⅲ．貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点  

NO. コメントの概要 金融庁の考え方 

 Ⅲ－３ 貸金業法等に係る諸手続 

  Ⅲ－３－１ 登録の申請、届出書等の受理 

７０ 

「常務に従事」とは、近接（近接事例①同じ

建物中に２社が同居しており事務スペースが別

になっている ②２社が近接した別の建物に入

居している）した法人Ａ社（貸金業者）及び法

人Ｂ社（貸金業者でない）の役員を兼ねている

者が、Ａ社Ｂ社いずれかの営業所に日常的に出

勤している場合であって、Ａ社の通常の業務に

従事可能な状況にあり、Ａ社の貸金業務に係る

業務執行内容及び態様を基本的に把握している

場合には、近接事例①②のいずれについても当

該役員がＡ社業務に常に従事している者でなく

ともＡ社の「常務に従事」していると認められ

るか。 

また、「常勤」とは、近接（近接事例は上記

に同じ）したＡ社（貸金業者）及びＢ社（貸金

業者でない）の両社に従事する者（役員又は使

用人）が、Ａ社の業務に常に従事している者で

なくとも、Ａ社の貸金業務が生じた際に即時対

応できる態勢にあれば、近接事例①②のいずれ

についてもＡ社に「常勤」していると認められ

るか。 

 特に中小規模の貸金業者の場合は、貸金業以

外の業務も行っている場合が多く、又法人の場

合は、貸金業は主たる業務に付随する業務であ

る事例がみられる。兼業の場合などは、貸金業

に従事するために常時拘束させることは大きな

負担になると考える。 

 

ご質問の役員又は使用人が施行

規則第５条の４第１項第２号に規

定する「常務に従事する役員」又

は同項第３号に規定する「常勤の

役員又は使用人」に該当するか否

かは、貸金業を的確に遂行できる

か否かを踏まえ、個別事例ごとに

実態に即して実質的に判断される

べきものと考えられます。 

  Ⅲ－３－４ 事業報告書に係る留意点 

７１ 

みなし業者に対する事業報告書に代替する報

告書の徴収が記載されているが、みなし業者に

は事業報告書の提出義務がないということでよ

いか。 

また、監督指針案で「みなし貸金業者」に関

する個別の記載が無い場合、登録貸金業者とみ

なし貸金業者は、同一の基準を適用すると考え

てよろしいか。みなし貸金業者に適用される義

務について、例えば以下のような点（みなし業

みなし貸金業者には、事業報告

書の提出義務はないと考えられま

す。 

また、本監督指針のみなし貸金

業者に対する適用は、貸金業者が

締結した貸付けの契約に基づく取

引を結了する目的の範囲内であ

り、資金需要者等の利益の保護等

の観点から、貸金業の業務を的確
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者に課される義務と仮定して例を挙げている）

を含めて、運用上の注意点を明記すべきと考え

る。 

① 身分証明書や債権譲渡の通知に記載すべ

き登録番号の扱い 

② 貸金業務取扱主任者（現行・新規制度の

双方について）の設置義務及び設置しない

場合の債権回収の可否 

③ 法令上の各種報告、届出義務それぞれの

適用の有無 

 

に遂行するために必要な態勢が、

依然として求められると考えられ

ます。 

 なお、ご質問の点につきまして

は、以下のように考えられます。

①について 

  みなし貸金業者は登録を抹消

されており、登録番号は存在し

ないため、身分証明書や債権譲

渡通知に登録番号を記載するこ

とはできないことから、登録番

号を記載する義務は適用されな

いと考えられます。 

②について 

  みなし貸金業者に貸金業務取

扱主任者の設置義務は適用され

ないと考えられますが、債権の

回収等の業務を行うに際して、

法令の遵守に係る従業員に対す

る助言又は指導を貸金業務取扱

主任者に行わせることが望まし

いと考えられます。 

③について 

  みなし貸金業者も報告徴収命

令の対象となりますが、事業報

告書の提出の義務はないと考え

られます。 

 

７２ 

法第 24 条の６の 10 第１項から第３項が「で

きる」規定に対して、監督指針案において、「命

ずるものとする」と定めるのはなぜか。登録監

督庁の判断で、今後も報告を命じることが「で

きる」規定と考えていいのか。 

 

貴見のとおりと考えられます。

本監督指針は、財務局に向け発

出するものであり、財務局は本監

督指針に基づき管轄貸金業者の監

督行政を実施します。 

なお、都道府県に対しては、地

方自治法第 245 条の４の規定に基

づき、残貸付債権の状況を求める

よう助言、勧告する予定です。 

 

７３ 

みなし貸金業者については、法第 44 条に「貸

付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲

内において」と規定されている。これには、廃

業後の年数は記載されていないが、取立不能な

債権のみを有するような廃業済みの貸金業者に

対しても、みなし貸金業者として、監督指針案

Ⅲ-3-4 に基づき残貸付債権の状況の提出を命

取引のすべてが結了する旨の報

告があるまでは、みなし貸金業者

に該当し、報告命令の対象となり

ます。 
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じるものか。 

 

その他、様式関係  

番号 コメントの概要 金融庁の考え方 

７４ 

監督指針案の本文において、様式１１－１と

様式１１－２とが整理されて、様式１１のみの

作成となっているにもかかわらず、監督指針案

の様式自体の改正がない。 

 

ご指摘を踏まえ、様式を整理し

ます。 

 

 


